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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年６月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年３月３０日 １４時０９分ごろ 

発生場所 山口県光
ひかり

市牛
う

島北北西方沖 

 周防
す お う

牛
うし

島
しま

灯標から真方位３０９°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５３.０′ 東経１３２°００.０′） 

事故の概要  押船うるめは、バージうるめ１号を押航して西北西進中、また、旅

客船勇
ゆう

貴
き

２は、南南東進中、うるめ１号と勇貴２とが衝突した。 

うるめ１号は、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、勇貴２は、船首

部に圧壊を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年４月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 うるめ、１３６トン 

   １４１２５４、日鉄日新海運株式会社（Ａ₁社）、株式会社コマ

ツマリン（Ａ₂社） 

   １６.００ｍ×１２.１９ｍ×６.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２４kＷ、平成２２年４月 

Ｂ バージ うるめ１号、１,１１６トン 

   なし、Ａ₁社、Ａ₂社 

   ６７.１０ｍ×１３.００ｍ×４.８５ｍ、鋼 

   機関なし、平成２２年７月 

Ｃ 旅客船 勇貴２、９.７トン 

   ２９０－３４８９５山口、個人所有、牛島海運有限会社（運航

者、Ｃ社） 

１６.２０ｍ×３.０５ｍ×１.５４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３８２.４６kＷ、平成元年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７３歳 

   四級海技士（航海）（旧就業範囲） 

    免 許 年 月 日 昭和４４年１月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年５月２７日 

    免状有効期間満了日 令和２年７月２５日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ７８歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成元年４月１２日 

免許証交付日 平成３０年８月７日 

           （令和６年４月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部に擦過傷 

Ｃ 船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風速 約４.０m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、ステンレスコイル約９７８ｔ

を積載したＢ船の船尾部に船首部を嵌
かん

合して押船列（以下「Ａ船押船

列」という。）を構成し、平成３１年３月３０日０９時５５分ごろ山

口県徳山下松港に向け、広島県呉港を出港した。 

船長Ａは、単独の船橋当直に当たり、佐合
さ あ い

ノ瀬戸を通過した後、ヘ

ッドアップ状態の１号レーダーを２Ｍレンジから６Ｍレンジに切り替

え、オフセンターに設定して確認したところ、船舶の映像を認めなか

ったので、操舵スタンド後方の椅子に腰を掛けた。 

Ａ船押船列は、１３時５１分ごろ、周防筏
いかだ

瀬
せ

灯標を右舷側に見て

並んだ頃、船長Ａが、周囲を確認したところ、船舶が見当たらなかっ

たので、約２９３°（真方位、以下同じ。）の針路に定め、約１０ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により航行

した。 

船長Ａは、時々レーダーを見ながら西北西進を続けていたところ、

１４時００分ごろ、レーダーで山口県下松市笠戸島周辺の海域に２～

３隻の内航船を探知した。 

Ａ船押船列は、船長Ａが、右舷船首１０°７０ｍ付近にＣ船を認

め、長音１声を吹鳴したが、１４時０９分ごろ、Ｂ船の右舷船首部と

Ｃ船の船首部とが衝突した。 

Ａ船押船列は、主機を中立運転、続いて後進として停船した。 

船長Ａは、直ちに携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報し

た。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、Ｃ社の職員１人（以下「職員

Ｃ」という。）を乗せ、１４時００分ごろ、光市牛島港に向け、同市

室積
むろづみ

港を出港した。 

Ｃ船は、１４時０１分ごろ、船長Ｃが操舵室右舷側にある操縦席に

腰を掛け、職員Ｃが操縦席の左舷側にある座席に腰を掛け、ヘッドア

ップ状態のレーダーを６km レンジとし、室積港灯台を右舷側に見て並

んだ頃、船首を牛島港牛島１号防波堤灯台に向け、約２０kn の速力

で、手動操舵により南南東進した。 
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Ｃ船は、西南西方からの風の影響により、右舷方からの波のしぶき

を受ける状況となった。 

Ｃ船は、１４時０４分ごろ、船長Ｃが、左舷船首方にＡ船押船列を

視認したが、速力が遅い船舶なので、Ｃ船がＡ船押船列の船首方を通

過できると思い、時々右舷方からの波の様子を見ながら航行を続け

た。 

Ｃ船は、船長Ｃが、Ａ船押船列の汽笛を聞いて船首方を見たとこ

ろ、至近にＡ船押船列を認め、右舵及び主機を中立運転、続いて後進

としたが、Ｂ船と衝突した。 

職員Ｃは、直ちに携帯電話でＣ社に本事故の発生を報告した。 

船長Ｃは、Ｃ船をＡ船押船列に寄せながら、携帯電話で海上保安庁

に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ｂ船の損傷状況（右舷船首部）、写真２ Ｃ船の損傷

状況（船首部） 参照） 

 その他の事項 Ａ船の操舵室には、前面に窓が３枚あり、左右舷側にそれぞれ窓が

１枚ずつあった。 

船長Ａは、衝突直前にＣ船を前面中央の窓越しに認めたが、右舷方

から接近するＣ船が前面右側の窓越しに見えていたはずなのに、どう

して気付かなかったのか分からなかった。 

船長Ａは、周防筏瀬灯標に並んだ頃、周囲に船舶を認めなかったの

で、航行の支障となる他船はいないと思い込んでしまい、遠方の笠戸

島周辺の海域を航行中の船舶の通航状況が気になっていて、船首方の

みに視線を向けた状態になっていたのではないかと本事故後に思っ

た。 

船長Ａは、本事故時、レーダーレンジを６Ｍとしており、海上に波

があったので、小型船であるＣ船が波間に見え隠れする状態となって

映りが悪く、レーダー映像を見逃したのではないかと本事故後に思っ

た。 

Ｃ船は、通常、牛島港と室積港間を運航している船舶が入渠
きょ

するこ

とに伴い、平成３１年３月２３日から４月８日までの間、Ｃ社から委

託され、ふだん、船長Ｃが瀬渡船として使用しているものを代替え船

として運航していた。 

Ｃ船の操舵室には、前面に窓が３枚あり、右側の窓にはワイパーが

設置され、中央の窓は回転窓となっており、左右舷側にそれぞれ窓が

１枚ずつあったが、ワイパーが設置されていない窓及び右舷側の窓以

外はしぶきが乾燥した状態で白濁していた。 

船長Ｃは、瀬渡し業を営んでいたので、これまでにＡ船押船列が航

行するところを何度も見たことがあり、速力が遅い船舶だと思ってい

たので、本事故時、Ａ船押船列の船首方を通過できると思い込んでし
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まったと本事故後に思った。 

船長Ｃは、右舷方からの波が気になっていて、左舷方から接近して

来るＡ船押船列に対する意識が薄れており、本事故時、左舷方には視

線を向けていなかったと本事故後に思った。 

職員Ｃは、本事故時、Ａ船押船列からの汽笛を聞くまでは下を向い

て事務作業を行っていたので、Ａ船押船列の存在に気付いていなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船押船列は、牛島北北西方沖を西北西進中、船長Ａが、周囲に航

行の支障となる他船はいないと思い込み、笠戸島周辺の海域を航行中

の船舶の通航状況が気になり、時々左舷側のレーダーを見ながら船首

方のみに視線を向けた状態で航行を続けたことから、右舷方から接近

するＣ船に気付くのが遅れ、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、レーダーを遠距離の６Ｍレンジとしたままであったこと

から、波間に見え隠れする状態となっていたＣ船の映像に気付かなか

ったものと考えられる。 

Ｃ船は、牛島北北西方沖を南南東進中、船長Ｃが、左舷船首方にＡ

船押船列を視認した際、Ａ船押船列の船首方を通過できると思い込

み、その後右舷方からの波が気になりながら航行を続けたことから、

左舷方から接近するＡ船押船列からの汽笛でＡ船押船列に気付いたも

のの、Ａ船押船列と衝突したものと考えられる。 

船長Ｃは、これまでにＡ船押船列が航行するところを何度も見たこ

とがあったので、Ａ船押船列が速力の遅い船舶と思い、Ａ船押船列の

船首方を通過することができると思い込んだことから、左舷方に視線

を向けず、時々操縦席右舷側の窓から右舷方からの波を見ながら航行

していたものと考えられる。 

原因 本事故は、牛島北北西方沖において、Ａ船押船列が西北西進中、Ｃ

船が南南東進中、船長Ａが、笠戸島周辺の海域を航行中の船舶の通航

状況が気になり、時々左舷側のレーダーを見ながら船首方のみに視線

を向けた状態で航行を続け、また、船長Ｃが、右舷方からの波が気に

なりながら航行を続けたため、互いに接近する状況であることに気付

くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、複数台のレーダーがある場合は２台起動する、また、

複数台ない場合等はレーダーのレンジを遠距離と近距離とに切り

替えるなどして、周囲の状況をレーダー及び目視で確認するな
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ど、常時、適切な見張りを行うこと。 

・安易に、横切り状態にある船舶の船首方を通過できると判断せ

ず、レーダー及び目視で確認するなど、継続した見張りを行うこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

13:46:59 33-51-41.7 132-04-00.7 278.5 9.9 

13:47:57 33-51-43.3 132-03-49.2 280.3 9.9 

13:48:58 33-51-45.0 132-03-37.2 279.6 9.9 

13:49:59 33-51-46.7 132-03-25.3 279.5 9.9 

13:50:57 33-51-48.4 132-03-13.9 290.5 9.9 

13:51:58 33-51-52.4 132-03-02.7 292.2 10.0 

13:52:59 33-51-56.3 132-02-51.4 293.4 10.1 

13:53:58 33-52-00.3 132-02-40.4 293.4 10.2 

13:54:57 33-52-04.2 132-02-29.3 293.4 10.2 

13:55:57 33-52-08.1 132-02-18.0 294.5 10.1 

13:56:57 33-52-12.1 132-02-07.0 293.8 10.0 

13:58:00 33-52-16.3 132-01-55.6 292.8 10.1 

13:58:57 33-52-20.1 132-01-44.7 293.8 10.2 

13:59:59 33-52-24.4 132-01-33.1 294.0 10.2 

14:00:58 33-52-28.4 132-01-22.0 292.4 10.2 

14:01:57 33-52-32.5 132-01-11.1 293.9 10.1 

14:02:57 33-52-36.5 132-01-00.1 292.2 10.0 

14:03:57 33-52-40.4 132-00-49.1 293.3 10.0 

14:04:57 33-52-44.3 132-00-38.2 292.5 9.9 

14:05:58 33-52-48.3 132-00-27.1 293.3 10.0 

14:06:58 33-52-52.2 132-00-16.1 293.8 9.9 

14:07:57 33-52-56.0 132-00-05.3 292.8 9.9 

14:08:57 33-53-00.0 131-59-54.4 292.9 9.9 

14:09:58 33-53-04.1 131-59-44.2 308.1 7.8 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路は 

真方位である。 

  



 

- 8 - 

写真１ Ｂ船の損傷状況（右舷船首部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｃ船の損傷状況（船首部） 

 

 

 


